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解　説　本書の内容と日本中世史研究の課題

　
　
　
解
　
説
　
本
書
の
内
容
と
日
本
中
世
史
研
究
の
課
題
　
　
　
　
　
　
　
　 

清
水

亮

　
本
書
は
、
田
代
脩
氏（
一
九
三
八
〜
二
〇
二
一
）が
著
さ
れ
た
論
文
を
集
成
し
た
遺
稿
集
で
あ
る
。
田
代
氏
の
物
故
後
に
論
集
刊
行
委
員

会
が
発
足
し
、
そ
の
学
問
の
特
徴
を
表
し
今
後
に
引
き
継
が
れ
る
論
点
を
持
つ
論
文
の
選
定
を
行
っ
た
。
そ
れ
ら
本
書
所
収
論
文
の
内
容

を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
田
代
氏
の
業
績
が
今
後
の
日
本
中
世
史
研
究
の
課
題
と
ど
の
よ
う
な
接
点
を
持
つ
の
か
、
刊
行
委
員
会
を
代
表

し
て
論
述
す
る
。

　
　
　
　
　
一
　
第
一
部
所
収
論
文
の
概
要

　
ま
ず
、
第
一
部
所
収
論
文
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

　
第
一
章
「
阿
弖
川
庄
に
お
け
る
地
頭
領
主
制
の
展
開
」
は
、
鎌
倉
幕
府
が
荘
園
領
主
・
御
家
人
の
調
停
者
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い

た
た
め
、
領
主
制
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
御
家
人
に
と
っ
て
幕
府（
法
）が
成
長
の
桎
梏
と
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
上
横
手
雅
敬
氏
の
著
名

な
論
考
「
鎌
倉
幕
府
法
の
限
界
」（
同
『
日
本
中
世
国
家
史
論
考
』
塙
書
房
、
一
九
九
四
年
、
初
出
一
九
五
四
年
）を
相
対
化
し
た
成
果
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
永
仁
四
年（
一
二
九
六
）段
階
の
鎌
倉
幕
府
は
、
阿
弖
川
荘
の
荘
園
領
主
権
を
め
ぐ
る
寂
楽
寺
と
高
野
山
の
相
論
裁
許
を
放
棄

す
る
以
上
の
意
志
表
示
を
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
後
の
同
荘
に
お
け
る
高
野
山
の
荘
園
領
主
権
確
立
は
地
頭
湯
浅
氏
と
の
結
託
に
よ
っ
て
実

現
し
た
要
素
が
大
き
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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第
二
章
「
庄
園
制
下
に
お
け
る
村
落
の
形
成
―
高
野
山
領
紀
伊
国
荒
川
庄
に
つ
い
て
―
」
は
、
応
永
十
九
年（
一
四
一
二
）・
同
二
十
年

に
実
施
さ
れ
た
荒
川
荘
大
検
注
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
、
南
北
朝
内
乱
後
に
お
け
る
荘
園
支
配
再
建
策
と
し
て
の
大
検
注
の
結
果
、
高

野
山
が
同
荘
で
得
た
得
分
が
鎌
倉
期
の
そ
れ
を
下
回
っ
て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
）
1
（

。
ま
た
、
大
検
注
と
同
時
期
、
同
荘
を
構

成
す
る
複
数
の
村
落
が
連
合
し
て
荒
川
旧
流
域
の
「
島
田
」
開
発
に
着
手
し
、「
安
楽
川
大
井
」
の
築
溝
も
高
野
山
か
ら
請
け
負
っ
て
い

た
こ
と
、
各
村
落
の
代
表
者
が
有
力
上
層
農
民（
百
姓
）で
あ
っ
た
こ
と
、
各
村
の
有
力
上
層
百
姓
に
は
自
身
の
本
貫
地
と
「
島
田
」
に

「
作
」
を
保
有
す
る
傾
向
が
あ
り
、「
島
」（
荒
川
旧
河
道
沿
い
の
畠
地
・
不
安
定
耕
地
）の
再
開
発
＝
水
田
化
と
い
う
指
向
を
持
っ
て
い
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
在
地
側
の
営
為
は
荘
園
領
主
高
野
山
に
よ
る
荘
園
支
配
の
再
編
強
化
＝
大
検
注
に
対
す
る
対
応（
生
産

力
の
増
強
・
発
展
）と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
上
層
有
力
百
姓
に
よ
る
開
発
の
結
果
、
十
五
世
紀
に
は
未
だ
村
落
が
形
成
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
「
島
田
」
が
十
六
世
紀
末
に
は
新
興
村
落
の
「
市
場
村
」
に
発
展
し
た
こ
と
、
荘
内
の
三
船
神
社
の
宮
座
で
は
、
市
場
村
構

成
員
の
多
く
は
「
本
庁
」
に
比
し
て
参
加
の
遅
い
「
新
庁
」
に
属
す
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
む
し
ろ
市
場
村
が
荘
内
の
中
心
に
な
っ
て
い

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
第
三
章
「
中
世
後
期
の
郷
村
制
に
つ
い
て
―
高
野
山
領
荒
川
庄
を
中
心
に
―
」
で
は
、
荒
川
荘
内
に
お
け
る
村
落
相
互
の
結
合
＝
郷
村

制
の
形
成
・
展
開
の
過
程
を
検
証
す
る
。
す
な
わ
ち
、
鎌
倉
末
期
頃
か
ら
荘
官
・
殿
原
の
分
水
権
獲
得
、
農
民（
百
姓
）に
よ
る
灌
漑
池
の

造
成
な
ど
の
既
成
事
実
を
も
と
に
、
荘
内
の
用
水
の
実
質
的
な
管
理
・
運
営
権
が
荘
園
領
主
か
ら
在
地
側
に
移
行
し
て
村
落
結
合
＝
郷
村

制
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
、
隣
接
す
る
田
仲
荘
と
の
山
野
相
論
を
通
し
て
村
落
結
合
＝
郷
村
制
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
、
十
五
世
紀
以
降
、
郷

村
制
の
中
核
と
な
っ
た
の
は
荘
官
・
殿
原
・
上
層
有
力
百
姓（
年
寄
中
）で
あ
り
、
彼
ら
に
よ
っ
て
「
安
楽
川
大
井
」
の
築
溝
や
三
船
神
社

の
宮
座
組
織
が
主
導
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
荘
園
領
主
高
野
山
も
彼
ら
の
郷
村
制
的
身
分
秩
序
を
媒
介
に
し
て
在
地
支
配
を
維
持
し
た
こ

と
を
指
摘
す
る
。

　
第
四
章
「
中
世
後
期
に
お
け
る
年
貢
減
免
闘
争
の
展
開
―
高
野
山
領
荒
川
庄
を
中
心
に
―
」
で
は
、
中
世
後
期
に
お
け
る
荒
川
荘
内
に
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お
け
る
在
地
秩
序
の
形
成
・
展
開
を
検
討
の
中
心
に
す
え
た
第
二
・
三
章
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
高
野
山
の
荘
園
支
配
再
編
に
対
す
る
農
民
闘

争
の
展
開
を
検
討
し
て
い
る
。
応
永
十
九
・
二
十
年
に
お
け
る
荒
川
荘
の
大
検
注
は
「
根
本
御
支
配
切
符
」
に
基
づ
い
て
年
貢
・
公
事
銭

の
収
取
と
配
分
を
再
確
認
す
る
た
め
に
行
わ
れ
、
こ
れ
を
主
導
し
た
の
が
高
野
山
権
力
の
中
で
学
侶
の
最
下
位
で
あ
る
衆
分
の
最
上
位
三

十
人
で
あ
り
、
彼
ら
は
荒
川
荘
の
供
料
を
唯
一
の
経
済
的
基
盤
と
し
て
い
た
た
め
、
同
荘
の
大
検
注
実
施
を
主
導
し
た
と
す
る
。
一
方
、

在
地
側
で
は
、
大
検
注
に
よ
る
収
奪
の
強
化
に
対
し
て
ま
ず
年
貢
未
進
、
つ
い
で
よ
り
積
極
的
な
年
貢
減
免
闘
争
を
展
開
し
た
と
す
る
。

こ
の
農
民
闘
争
の
中
心
は
公
文（
代
）お
よ
び
番
頭
を
は
じ
め
と
す
る
有
力
上
層
百
姓
層
で
あ
っ
た
が
、
公
文
の
非
法
・
押
領
事
件
を
契
機

に
、
荘
官
を
排
除
す
る
寺
家
・
有
力
上
層
百
姓
層
双
方
の
思
惑
が
一
致
し
、
同
荘
内
の
野
田
原
郷
で
は
有
力
百
姓
層
が
主
体
と
な
る
百
姓

請
が
成
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
本
書
第
一
部
第
二
〜
四
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
十
五
世
紀
前
半
の
段
階
で
、
高
野
山
が
荘
園
支
配
再
建
の
た
め
に
実
施
し
た

大
検
注
の
主
体
と
、
検
注
後
の
状
況
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
野
山
権
力
内
部
に
お
い
て
は
寺
内
組
織
中
で
荒
川
荘
か
ら
の
供
料
を
唯
一

の
経
済
的
基
盤
と
す
る
衆
分
の
最
上
位
三
十
人
が
大
検
注
を
推
進
し
た
こ
と
、
一
方
、
在
地
側
で
は
、
有
力
上
層
百
姓
層
の
主
導
に
よ
る

不
安
定
耕
地
の
水
田
化
に
端
を
発
す
る
新
村
落
の
形
成
、
郷
村
制（
村
落
結
合
）の
展
開
、
年
貢
減
免
闘
争
と
い
う
対
応
が
な
さ
れ
た
こ
と

が
示
さ
れ
た
。
応
永
の
大
検
注
の
契
機
と
影
響
を
、
高
野
山
権
力
、
在
地
側
の
双
方
か
ら
総
合
的
に
示
し
た
こ
と
が
第
一
部
第
二
〜
四
章

の
成
果
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
、
田
代
氏
は
本
書
第
一
部
第
二
〜
四
章
の
成
果
を
総
合
し
た
「
高
野
山
権
力
と
農
民
の
動
向
―
中
世
後
期
の
荒
川
庄
―
」（
豊
田

武
編
『
高
野
山
領
庄
園
の
支
配
と
構
造
』
巌
南
堂
書
店
、
一
九
七
七
年
）を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
、
中
世
後
期
の
荒
川
荘
を
め
ぐ
る

高
野
山
権
力
と
在
地
側
の
動
向
に
関
す
る
田
代
氏
の
見
解
を
総
合
的
に
示
し
た
成
果
で
あ
る
が
、
一
部
の
事
実
認
識
修
正
を
除
き
、
本
書

所
収
の
諸
論
文
と
大
き
く
論
述
内
容
が
重
な
る
た
め
、
収
録
を
見
送
っ
た
。

　
田
代
氏
の
成
果
後
に
出
さ
れ
た
主
な
研
究
と
し
て
、
ま
ず
本
多
隆
成
氏
の
成
果
が
あ
る
。
本
多
氏
の
指
摘
し
た
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
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が
、
荒
川
荘
の
景
観
復
元
・
村
落
や
用
水
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
荘
内
を
流
れ
る
柘
瑠
川
内
に
「
安
楽
川
大
井
」
が
設
置
さ
れ
た
と
す

る
田
代
氏
の
所
説
を
批
判
し
、
紀
ノ
川
か
ら
取
水
さ
れ
た
と
主
張
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
）
2
（

。

　
ま
た
、
同
荘
の
現
地
調
査
が
日
本
大
学
中
世
史
研
究
会
、
つ
い
で
東
京
学
芸
大
学
日
本
中
世
史
研
究
会
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、
一
九
九

〇
年
代
段
階
以
前
に
お
け
る
同
荘
の
民
俗
、
石
造
物
、
近
世
絵
図
の
ト
レ
ー
ス
図
そ
の
他
の
情
報
、
調
査
成
果
を
踏
ま
え
た
小
字
図
・
水

が
か
り
の
図
、
分
田
支
配
切
符
帳
の
写
本
、
関
係
史
料
目
録
・
文
献
目
録
な
ど
が
公
に
さ
れ
た
）
3
（

。

　
そ
し
て
、
同
荘
内
に
お
け
る
近
世
村
落
の
形
成
、
そ
れ
と
密
接
に
関
わ
る
中
近
世
移
行
期
の
同
荘
域
に
お
け
る
在
地
諸
勢
力
の
競
合
と

結
合
に
つ
い
て
は
、
原
田
信
男
氏
・
薗
部
寿
樹
氏
に
よ
っ
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
）
4
（

。

　
同
荘
に
お
け
る
応
永
の
大
検
注
と
分
田
支
配（
高
野
山
が
把
握
し
た
諸
荘
園
田
地〈
の
収
益
権
〉を
寺
僧
に
配
分
す
る
支
配
体
制
）に
つ
い
て
は
、

池
田
寿
氏
が
、
中
世
後
期
に
お
け
る
高
野
山
の
荘
園
支
配
政
策
か
ら
再
検
討
を
加
え
て
い
る
。
池
田
氏
は
、
高
野
山
が
農
民（
百
姓
）の
経

営
か
ら
遊
離
し
た
方
策
を
実
施
し
た
理
由
が
寺
僧
と
在
地（
在
地
領
主
・
荘
官
や
村
落
上
層
百
姓
）と
の
癒
着
を
防
ぎ
、
田
地
そ
れ
ぞ
れ
に
地

主
―
作
人
関
係
を
明
確
に
し
て
年
貢
・
公
事
銭
の
納
入
責
任
者
を
確
定
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
、
高
野
山
は
山
上
寺
院
・
寺
僧
が
地
主

職
を
集
積
す
る
動
向
を
利
用
し
、
荘
官
層
・
上
層
百
姓
を
地
主
側
に
取
り
込
ん
で
分
田
支
配
に
基
づ
く
荘
園
支
配
を
実
現
し
た
こ
と
を
論

じ
て
い
る
）
5
（

。
田
代
氏
は
、
荒
川
荘
内
の
諸
村
落
が
持
っ
た
自
律
性
・
相
互
の
連
携
を
重
視
し
つ
つ
、
村
落
内
に
お
け
る
上
層
有
力
百
姓
と

そ
の
他
の
百
姓
と
の
格
差
を
強
調
し
て
い
た
が
、
こ
の
格
差
を
高
野
山
が
荘
園
支
配
に
利
用
し
た
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
池
田
氏

の
成
果
の
特
徴
が
あ
る
。

　
田
代
氏
が
明
ら
か
に
し
た
中
世
後
期
に
お
け
る
新
村
落
の
形
成
、
村
落
内
部
の
階
層
性
と
い
っ
た
事
実
は
村
落
の
動
態
性
を
示
す
も
の

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
と
関
わ
っ
て
、
近
年
、
坂
本
亮
太
氏
は
、
荒
川
荘
を
分
析
対
象
と
し
て
村
落
の
多
様
性
・
多
層
性
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
）
6
（

。

　
な
お
、
田
代
氏
が
重
要
な
検
討
対
象
と
し
た
高
野
山
勧
学
院
所
蔵
の
荒
川
荘
大
検
注
帳
・
公
事
銭
分
田
支
配
帳
と
関
連
す
る
、
高
野
山


